
前回頂いた御指摘事項に関する資料

令和４年12月20日

＜救済給付＞
１．国内における主な救済・補償に関する制度の概要について

＜指定疾病＞
２．石綿肺・びまん性胸膜肥厚の判定における石綿ばく露歴の取扱いについて
３．建設アスベスト給付金制度における石綿ばく露歴の取扱いについて
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１．国内における主な救済・補償に関する
制度の概要について
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①制度の概要

労災 医薬品副作用 公害健康被
害

予防接種健
康被害

原爆被爆 犯罪被害 自賠責 災害弔慰金
災害見舞金

根
拠
法
令

労働者災害補
償保険法

独立行政法人医薬
品医療機器総合機
構法

公害健康被害
の補償等に関
する法律

予防接種法 原子爆弾被爆
者に対する援
護に関する法
律

犯罪被害者等
給付金の支給
等による犯罪
被害者等の支
援に関する法
律

自動車損害賠
償保障法

災害弔慰金の
支給等に関す
る法律

制
度
の
趣
旨

労働者を雇用
する事業主の
労働基準法に
基づく災害補
償責任（無過
失責任）を担
保するための
保険制度

医薬品等の製造販
売業者の社会的責
任に基づく生活保
障的及び見舞金的
制度

原因者の民事
責任を踏まえ
た補償制度

国家補償的精
神に基づく救
済制度

国の責任にお
いて講じられ
る被爆者に対
する総合的な
援護対策

社会の連帯共
助の精神に基
づく犯罪被害
者等の負担の
軽減を図る支
援制度

自動車の運行
によって人の
生命又は身体
が害された場
合における損
害賠償を保障
する制度

災害により死
亡した者の遺
族等に対して、
弔慰を示す等
により支援す
る制度

費
用
負
担

労働者を雇用
する事業主か
らの保険料

・一般拠出金
（全ての医薬品
等の製造販売
業者が出荷額
の一定割合を
拠出）

・付加拠出金
（給付原因と
なった医薬品等
の製造販売業
者が給付現価
の一定割合を
拠出）

・固定発生
源からの汚
染負荷量
賦課金

・移動発生
源からの自
動車重量
税

（大気汚染系
疾患）

・国（1/2）
・都道府県
（1/4）

・市町村
（1/4）

国
（介護手当な
どの一部に地
方公共団体負
担あり）

国 自動車利用者 ・国（1/2）
・都道府県
（1/4）

・市町村
（1/4）
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②給付内容

※１：ジフテリアなど、主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点（本人に努力義務。接種勧奨有り）。
※２：インフルエンザなど、主に個人予防に重点（努力義務無し、接種勧奨無し）。

労災 医薬品副作
用

公害健康被
害

予防接種健
康被害

原爆被爆 犯罪被害 自賠責 災害弔慰金
災害見舞金

給
付
内
容

・療養（補償）給付
・休業（補償）給付
・傷病（補償）年金
・障害（補償）給付
・介護（補償）給付
・遺族（補償）給付
・葬祭料

・二次健康診断等
給付

※労働基準法上の
労働者でない者
については、業
務の実態、災害
の発生状況等か
らみて労働者に
準じて保護するこ
とが適当である
者（一人親方等）
について労働者
とみなし、保険給
付等を行う特別
加入制度が設け
られている。

・医療費（自
己負担分）

・医療手当

・障害年金、
又は障害児
養育年金

・遺族年金、
又は遺族一
時金

・葬祭料

・療養の給付
及び療養費

・療養手当

・障害補償費、
又は児童補
償手当

※介護加算
あり

・遺族補償費、
又は遺族補
償一時金

・葬祭料

＜A類疾病＞
（※１）

・障害年金、
又は障害児
養育年金

※介護加算
あり

・死亡一時金

＜B類疾病＞
（※２）
・障害年金

・遺族年金、
又は遺族一
時金

＜共通＞

・医療費（自
己負担分）

・医療手当
・葬祭料

＜原爆症の認
定者＞
・医療の給付
（認定疾病
について全
額）

・医療特別手
当又は特別
手当

＜各手当の認
定者＞
・保健手当、
又は健康管
理手当、又
は原子爆弾
小頭症手当

＜共通＞
・医療費（自
己負担分）

・介護手当、
又は家族介
護手当

・葬祭料

・重傷病給付
金
（一時金）

・障害給付金
（一時金）

・遺族給付金
（一時金）

・治療関係費
（看護料、
通院交通費
等を含む）

・文書料
・休業損害
・逸失利益
・慰謝料
・葬祭料

＜死亡＞
・災害弔慰金
（一時金）

＜障害＞
・災害障害見
舞金
（一時金）
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２．石綿肺・びまん性胸膜肥厚の判定における
石綿ばく露歴の取扱いについて
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• 申請者の自己申告により、石綿ばく露歴（石綿のばく露に関する申告書）
を提出。

• 医学的判定に係る審議において、石綿ばく露歴の申告の有無及びその
内容について、申告書記載の範囲で確認。

• 当該申告による石綿ばく露歴の有無のみが医学的判定の結果を左右す
るものではなく、その他の医学的所見を含めて総合的に判断した上で、
認定基準への適否を判断している。

石綿肺・びまん性胸膜肥厚の判定における石綿ばく露歴の取扱い
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３．建設アスベスト給付金制度における石綿ば
く露歴の取扱いについて
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